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原告証人 藤原 音羽 

原告   神林 響之介 

原告訴訟代理人弁護士 

三國 瞳子 

杉野 慧人 

沼田 一創 

岡安 真広 

被告訴訟代理人弁護士 

伴 拓樹 

市川 寛人 

具志堅 興治 

古宇田 耀海 

被告   雅楽代 奏 

被告証人 佐野・エイミー・朱音 

うたしろ  かなで 

かんばやし きょうのすけ 

キャスト・スタッフ紹介 

 

ふじわら  おとは 

あかね 
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キャスト・スタッフ紹介 

  

 

裁判長  宅森 風坐 

裁判官  小山 裕之 

裁判官  吉田 向陽 

 

 

関根 宏樹 

 

 

新井 崇太 
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原告 神林 響之介（神谷 幸之介） 

大手ゲーム会社 Wicade（株）の開発部長。2012

年３月に私立長崎エレクトロン大学の情報科学

部システム開発学科を卒業し、同年４月に株式会

社 Wicade に入社。『大和魂（スピリッツ）～漢達

の戦い～』や『モンスタークロニクル』などの様々

なゲームソフトを開発。 

 

原告証人 藤原 音羽（松村 詩月） 

2017 年、横浜音楽大学を卒業後、音楽制作会社エ

ックスメモリアルに入社するも 6 ヶ月程で退社。

現在はフリーの作曲家として活動している。株式

会社 Wicade とは『モンスタークロニクル』の

BGM 制作に携わったことがきっかけで専属契約

を結ぶ。 

被告 雅楽代 奏（尾上 航晴） 

4 歳でピアノを始め、「世界的ピアニスト」と呼ば

れるほどに・・。数年海外で活動したのち、現在

はレコード会社である Fuji Crystal に所属し、ソ

ロとして演奏活動や作曲活動を行う。趣味はゲー

ムでピアノを弾いている以外はほとんどゲーム

をしているとか・・・。 

 

被告証人 佐野・エイミー・朱音（岩井 希） 

Fuji Crystal の入社 6 年目の社員であり、雅楽代の

若手敏腕ディレクター。彼女自身もピアノの経験

があり、音楽知識が豊富。佐野は入社からクラシ

ック・ジャズに特化したレーベルに配属され、

2023 年、雅楽代の担当となり、雅楽代の名がさら

に広がる。 
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本件事件の争点は大きく分けて５つ存在し、これらの争点で原告被告それぞれ

の主張のうち、どちらの主張が裁判所によって認められるかが当法廷で判示さ

れます。 

○争点 

①本件被告楽曲による複製権、翻案権（著作権法２１条、同

法２７条）侵害の有無 

 

②本件被告楽曲による公衆送信権、譲渡権(同法２３条、同

法２６条の２)侵害の有無  

 

③本件被告楽曲による公表権(同法 18 条 1 項)侵害の有無  

 

④「引用」の抗弁 

 

⑤国外で作曲された著作物の著作権法の適用範囲   

事件の概要 



 9 

争点① 本件被告楽曲による複製権、翻案権侵害の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原告側 

ゲーム BGM「Shadow」 

 

被告側 

新曲「Twilight Groove」 

 

サビのメロディラインが同じだ！！ 

「Shadow」の盗作だ！ 

これは私の作った新曲だ！ 

パクったのそっちでしょ！ 

 

原告証人 藤原 

 

被告証人 佐野 

原告 神林 

 

被告 雅楽代 

 

Aメロとサビのメロディ・

リズムが全部同じ！！ 

この旋律は、珍しくないし、音

楽のアイデアに過ぎません！ 

 

 

翻案権（法 27 条） 

著作者は、その著作物を翻訳し、 

編曲し、若しくは変形し、又は脚 

色し、映画化し、その他翻案する 

権利を専有する。 

複製権（法 21 条） 

著作者は、その著作物を複製する権利

を専有する。 
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争点② 本件被告楽曲による公衆送信権、譲渡権侵害の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盗作もして楽曲のネット配信と CD

販売もしているじゃないか！！ 

 

 そりゃあ、WICADE さんの複製・翻案

物ではなく「私の」楽曲ですからね！ 

 

原告 神林 

 

原告証人 藤原 

 

被告 雅楽代 

 

被告証人 佐野 

公衆送信権（著作権法 23 条） 

「著作者が自身の著作物について、公衆送信を行う」権利であり、公衆送信とは同法 2

条 1 項 7 号の 2 に公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電

気通信を行うこととしている。公衆送信の具体例としては、インターネットを通じて

ホームページにアクセスや、テレビやラジオ放送のことを言う。 

譲渡権（著作権法第 61 条） 

著作権法第 61 条 1 項に「著作者は、その全部又は一部を譲渡することができる」と規

定されている。譲渡には原則として「書面」で行うことが求められる。（著作権法第 61

条２項）。 
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争点③ 本件被告楽曲による公表権侵害の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未公表だったものを盗作して、 

勝手に公表しているじゃないか！！ 

 

原告証人 藤原 

 

被告 雅楽代 

 

被告証人 佐野 

 これは「私」の新曲だから、公表権の

侵害はそもそも発生しませんから！！ 

 

 

15 人のみで非常に小人数だし、秘

密厳守って言いましたよね！？ 

 

披露会には、不特定多数の人がいた

し、公表済みといえるでしょ 

 

公表権（著作権法 18 条） 

著作権法 18 条１項に「著作者がその著作物でまだ公表されていないものを

公衆に提供し、又は提示する」権利と規定している。著作者の同意を得な

いで公表された著作物も「まだ公表されていないもの」に含まれる。 

原告 神林 
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争点④ 「引用」の抗弁の成否 

本件では，仮に被告が原告曲に依拠して創作したもので，複製又は翻案が成

立するとしても、被告としては，音楽業界における作曲の手法である、原告曲

のオマージュを行ったのであって、これは音楽業界によくある手法であって，

「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上も正当な範囲内」であり、「引用」の

抗弁が成立する、と主張しています。被告曲の原告曲に対するオマージュは、

権利制限規定である法３２条によって原告の権利行使は認められないかどうか

が争われます。 

 

 

 

「引用の抗弁」 

著作権法第 32 条に基づくもので、他人の著作物を引用して使用する場合で

も、一定の条件を満たす限り著作権侵害にならないという主張（抗弁）のこと

である。引用が正当なものとして認められるには、３つのポイントを充たす必

要がある。 

① 主従関係 

主従関係とは、「自分の文章がメイン、引用部分はサブ」ということである。 

つまり、「他人の文章を長々と載せて、自分のコメントを最後に一言だけ載せ

る」というのは、正当な引用とは認められない。 

② 明瞭区別性 

明瞭区別性とは、「自分の文章と引用した文章がはっきりと区別できること」

である。つまり、あたかも自分が書いたかのように他人の文章を引用すること

は許されない。 

③ 必然性 

必然性とは、「文章の流れ上、他人の著作物を使う必要がある」ということで

ある。ここでのポイントは、「自然な流れで引用部分が紹介されているか」で

あり、自然な流れで文章が引用されていれば、「必然性がある」と認められ

る。 

引用（著作権法第３２条１項） 

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合においてその引用

は、公平な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目

的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。 
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争点⑤ 国外で作曲された著作物の著作権法の適用範囲 

 

 

 

 

本件の被告は、被告の楽曲の制作、演奏、録音が全てオーストリアのウィーン

で行われたものであって、海外を舞台に創作活動が行われたものであるから、 

そもそも日本の著作権法の適用範囲外である、と主張しています。 

「法の適用に関する通則法」第 17 条の「結果発生地」もしくは「加害行為

地」は、本件ではオーストリアであって、本来、オーストリア法が適用される

事件であって、日本の著作権法に基づく主張は不適当である、と主張してい

て、本件に日本の著作権法が適用されるか否かが争点となります。 

 

  

法の適用に関する通則法（国際司法）第 17 条「不法行為」 

第十七条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生し

た地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできない

ものであったときは、加害行為が行われた地の法による。 
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訴  状 
 

令和 6年５月３０日 

 

 

日本大学法学部 神田三崎町地方裁判所民事部  御中 

 

原告訴訟代理人弁護士           伴 拓樹 印 

同                     古宇田 耀海 印 

同                       沼田 一創 印 

同                       杉野 慧人 印 

 

当事者の表示 

107－0062  東京都渋谷区神宮前一丁目２番３号 

原      告       株式会社 WICADE 

上記代表取締役社長 山田 太郎 

 

107－8300  東京都中央区京橋三丁目 15番１号 

 被      告            雅楽代  奏 

 

 

公表権侵害差止等請求事件 

訴訟物の価額   

貼用印紙額    

            

請求の趣旨 

1.    被告は、別紙「原告楽曲目録」記載の楽曲を複製、翻案してはならない。  

2.    被告は、別紙「被告楽曲目録」記載の楽曲を公衆送信してはならない。  

3.    被告は、別紙「被告楽曲目録」記載の楽曲を記録した別紙「被告配信サイ

ト目録」記載の記録媒体から、被告楽曲データを削除せよ。  

4.    被告は、別紙「被告 CD目録」記載の被告楽曲を収録した CDの製造、販売

を停止せよ。   

5.    被告は、別紙「被告 CD目録」記載の CDを廃棄せよ。 
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6.    被告は，原告に対し，金５５００万円及びこれに対する本件訴状送達の日

から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。   

7.    被告は，別紙「謝罪広告目録」記載１の謝罪広告文を，同目録２の掲載条

件にしたがって，（住所は省略）所在の日本経済新聞社発行の「日本経済

新聞」全国版朝刊に計３回掲載せよ。  

8.    訴訟費用は被告の負担とする。  

との判決並びに第１項，第２項，第４項，第６項につき仮執行の宣言を求める。 

 

請求の原因 

第１当事者 

1  原告・株式会社 ＷＩＣＡＤＥ  

原告は，２０14年に設立された、ビデオゲーム制作会社である。主にシナリオゲーム、

モバイルゲーム、コンシューマーゲーム、HD ゲーム、映像音楽を販売することを主な

事業としている団体である。 

2  被告・雅楽代 奏 

被告は，４歳でピアノをはじめ、海外の音楽コンクール等の受賞歴を持つ新進気鋭

のピアニストである。現在は大手レーベルの「Fuji Crystal」 CDをリリースし、オーストリ

アのウィーンで演奏活動を行っている他に、自身の YouTube チャンネルにオリジナル

の楽曲をアップロードする等の活動も行っている。 

 

第２本件原告楽曲の著作物性  

 １ 本件原告楽曲の著作物性 

本件原告楽曲は著作権法第１０条１項２号に例示されている音楽の著作物である。  

原告は、２０１９年頃から本格的にゲームタイトル「Day Break Recaptures」（以下本件

ゲーム）の制作を開始し、本件原告楽曲は，専属契約を結んでいる訴外藤原音羽が

作曲した。本件原告楽曲は，本件ゲームのメインテーマとなるゲームミュージックであり、

その世界観やストーリーをイメージし制作された完全オリジナル楽曲である。これは思

想又は感情を創作的に表現したものであり、著作物性が認められる。 

 

２ 本件原告楽曲の著作権者について 

本件原告楽曲は、上記のとおり，原告が専属委託契約を結んでいる音楽クリエイタ

ー・藤原音羽が制作したものであり、業務委託契約において著作権者は原告であると
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の内容に合意がある。訴外藤原は，本件原告楽曲制作以前、同社の制作した

「Monster Chronicle」に収録された楽曲等を制作したことをきっかけに同社と専属契約

を結んでいる。したがって、本件原告楽曲の著作権者は原告である。 

  

第３ 本件被告楽曲の複製権、翻案権侵害(著作権法 21 条、著作権

法 27 条)の有無 

 上記から本件原告楽曲は音楽の著作物である。それに対し、被告・雅楽代奏（以後

被告）はこれを無断利用し、本件被告楽曲を制作及び、その楽曲を新曲として音楽配

信サービスにて配信しており、CDについても販売を予定している。 

 複製権や翻案権の侵害に関しては①依拠②本質的特徴の直接感得の 2 点につい

て考慮する。 

①依拠 

 被告は原告の開催した完成披露会に出席しており、完成披露会にて本件原告楽曲

に触れる機会があった。また、被告は原告の制作するゲームの愛好家であり、本件原

告楽曲についても音楽家として積極的に聞いていたという事実がある。よって、本件原

告楽曲について被告は依拠していたといえる。 

 

②本質的特徴の直接感得 

  楽曲の同一性に判断にあたっては、音楽の三要素（リズム、メロディ、ハーモニー）

を考慮すべきである。本件原告楽曲が DTM であるのに対し、本件被告楽曲はピアノ

曲であるため、制作方法や演奏手段の異なる両曲を比較するにあたっては三要素の

中でも特にメロディが重要である。また、本件では他にもキー（調）やルート音（コード

の中で基準となる音）、リズムや拍子などの要素についても考慮する。 

 

 １ メロディの同一性 

 メロディは厳密にいうならば音の高低差のみを指すが、現実にはリズムのないメロデ

ィは存在しない。よってここではメロディに付随するリズムも含め、同一性について言及

する。 

①両曲のサビの冒頭などで出てくる８音（シラファソファレドシ）のメロディおよびリズム

が同一（別紙「原告楽曲目録」記載の楽譜 34小節～35小節） 

②両曲の A メロの冒頭などで出てくる６音（レドシラファレ）のメロディおよびリズムが同

一（別紙「原告楽曲目録」記載の楽譜１０小節～１１小節） 

 

 ①のフレーズは一般的な音階（スケール）や著名なメロディ・リズムとはいえず、オリジ
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ナリティが大きく表れている。同フレーズは本件原告楽曲にて６回（転調後も含むと８

回）出てくる印象に残るフレーズであり、楽曲における本質的特徴を強く有している。 

また、本件被告楽曲にて３回（４音以上類似したフレーズも含めると６回）出てくる。 

 ②のフレーズも①と同様に一般的な音階（スケール）や著名なメロディ・リズムとはい

えず、オリジナリティが大きく表れている。同フレーズは本件原告楽曲のAメロ内に２回

ほど出てくる印象に残るフレーズであり、楽曲における本質的特徴を有している。また、

本件被告楽曲の A メロ内に２回ほど（４音以上類似したフレーズも含めると４回）出てく

る。 

 ①②ともに本件原告楽曲の印象的かつ本質的特徴を有するフレーズが本件被告楽

曲においても複数回登場しており、楽曲全体の印象についても同一性を強く感じられ

る。 

 

２ キーおよびルート音の同一性 

 キーとは楽曲内で主に使われる音階のことであり、両曲とも主にト短調（Gm）になって

いる。本件原告楽曲と本件被告楽曲においてキーは共通している。 

 ルート音とはコードの中で基準となる音である。ルート音はメロディと同様に曲の雰囲

気や流れ、印象を左右する重要な要素の一つであり、音楽の三要素の一つであるハ

ーモニーにも影響がある。本件原告楽曲および本件被告楽曲ではサビ等においてソ

ミシファというルート音(別紙「原告楽曲目録」記載の楽譜 34 小節～35 小節)を多用し

ており、両曲において共通している。 

上記より、楽曲の雰囲気や印象に大きく影響を与える重要な要素であるキーとルート

音が共通している両曲は聞き手の感じ取る曲への印象に同一性があるといえる。 

 

３ 拍子・リズムについて 

 本件原告楽曲および本件被告楽曲はともに四分の四拍子であり、拍子において同

一性があるといえる。 

 

４ 小括 

 本件被告楽曲には上記のような本件原告楽曲の本質的な特徴が表れている。よっ

て、本件原告楽曲に対しての「複製」または 「翻案」である。したがって、著作権侵害

が成立する。 

 

第４公衆送信権、譲渡権(同法２３条、同法２６条の２)侵害の有無 

１ 公衆送信権侵害の有無 

被告は本件被告楽曲を２０２４年１月２３日，音楽配信サイトMMI上にアップロード
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した。上述した行為は公衆の用に供されている電気通信回線に接続している児童

公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に情報を記録するものであるから、送信可能

化に該当する。したがって、本件投稿は、原告の公衆送信権を侵害する。 

 

第５公表権侵害(著作権法 18 条 1 項)の有無 

 上記から本件原告楽曲は著作物性が認められ、本件被告楽曲は本件原告楽曲を

複製または翻案したものであり、複製物または二次的著作物にあたる。被告による本

件被告楽曲の公表行為の前に原告が社会の公衆に本件原曲楽曲を提供した事実は

なく， 本件原告楽曲は未公表の著作物であったと解するのが相当である。  

原告は２０１９年頃から制作を開始した本件ゲームの発売にあたり、関係者や業界

人、ゲーム制作に携わった特定かつ少数の者１４～５人を招待し，新作ゲーム「完成

披露会」を開催した。 

また、この完成披露会にて発表されたゲームの内容及び、BGM やイラストなどは公

表することが無いよう厳に注意がなされていた。 

 被告は完成披露会の数か月後に、オリジナル楽曲として本件被告楽曲を公開し，

販売を開始した。ところが、本件被告楽曲は完成披露会にて流れていた本件原告楽

曲に特徴が酷似していた。上記から本件被告楽曲が本件原告楽曲の翻案であり二次

的著作物であるため、原著作物である本件原告楽曲が未公表であるにもかかわらず、

原著作者である原告の許可なく二次的著作物である本件被告楽曲が公開されることと

なった。著作権法１８条１項後段には二次的著作物の公表に関する原著作者の権利

についても記載されている。 

以上の事実から，本件における被告の行為については，「著作者人格権」の一つで

ある「公表権」（著作権法１８条１項）を侵害したため，公衆に提供・提示に当たり，著作

権侵害行為に該当するものである。 

 

第６原告の損害 

 上記の第 2 乃至第 7 で述べた被告の複製権（著作権法 21 条）、翻案権（著作権法

第 27条）、公衆送信権（著作権法第 23条 1項）、公表権（著作権法 18条 1項）より、

原告がこうむった精神的損害、財産的損害の総額は、少なくとも金 5500 万円を下らな

い。 

 精神的損害に関しては、被告の公表権侵害による慰謝料５００万円である。 

 財産的損害額の内訳としては、本件ゲームに対する原告楽曲の寄与度を鑑みる

と 10％である。本件ゲームの価格 5000 円に対する売り上げが 2024 年〇月〇日時点

で約 10万本であるため、財産的損害は 5000万円と算出される。 
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 第７結語 

  以上のとおり，原告は原告楽曲にかかる権利を有しており、名誉回復措置としての

謝罪広告を求める権利（同法第１１５条）を有すること明らかである。 

  よって①本件原告楽曲の複製、翻案の差し止め、②本件被告楽曲の公表、公衆

送信の差し止め，②被告楽曲の配信および販売を停止、③楽曲の著作権法 18 条 1

項の公表権侵害に基づく金５00 万円の慰謝料及びこれに対する本件訴状送達の日

か ら支払済みまで年３分の割合による金員を支払い， ④原著作物の著作者であるこ

とを確保し，その名誉回復の措置として，別紙「謝罪広告目録」記載の謝罪広告の掲

載を求める。 

 

以上 

 

証 拠 方 法 

甲第１号証 （株）Wicade「会社概要」 

甲第２号証 原告ゲームパッケージ 

甲第３号証「警告書」 

甲第４号証「回答書」， 

甲第５号証「被告楽曲配信サイト」 

甲第６号証「被告 CDアルバムジャケット」 

甲第７号証「SNS投稿画面」 

甲第８号証「完成披露会パワーポイント」 

甲第９号証「本件時系列表」 

甲第１０号証「原告曲 shadowデータファイル」 

甲第１１号証「被告曲 Twilight Groove データファイル」 

甲第１２号証「フジクリスタル企業調査報告書」 

 

 

附 属 書 類 

１ 訴状副本            １通 

２ 甲各号証及び写し     各２通 

３ 資格証明書           １通 

４ 訴訟委任状           １通 
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                                                （別紙） 

                   原告著作物目録 
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（別紙） 

被告楽曲目録 

      

特に酷似している部分 

         

Twilight Groove 



 24 

 

（別紙） 

謝罪広告目録 

 

 

記 

 

「私は２０２４年１年２３月に、動画配信サイトにて株式会社 Wicade の発売前作品で

ある「Day Break Recaptures」に収録されていた楽曲「Shadow」を複製・翻案し、公開

することとなりました。また，３月１０日より，CD『Twilight  Groove』を販売しました。 

このような私の複製・翻案行為及び、配信行為は未発表楽曲の二次的著作物を

同社の許可なく行い、また同社の著作権者としての権利も侵したこととなり、同社に

対し多大なご迷惑をおかけいたしました。 

 したがいまして、ここに謹んで謝罪申し上げます。今後、このような事態が繰り返

されることがないよう、再発防止に努めて参る所存です。」 

 

旨を，朝日新聞，日本経済新聞の全国紙に２０２４年１２月３０日から２０２５年４月３

０日までに計３回掲載し，かつ，被告のホームページに計３回掲載する。 

 

 

以上 
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証拠一覧 

甲号証 
 

甲第１号証 （株）Wicade「会社概要」  

甲第２号証 原告ゲームパッケージ  

甲第３号証「警告書」  

甲第４号証「回答書」 

甲第５号証「被告楽曲配信サイト」  

甲第６号証「被告 CD アルバムジャケット」  

甲第７号証「SNS 投稿画面」  

甲第８号証「完成披露会パワーポイント」  

甲第９号証「本件時系列表」  

甲第 10号証「原告曲 shadow データファイル」  

甲第 11号証「被告曲 Twilight Groove データファイル」 

 

 

乙号証 
 

乙第１号証「雅楽代 奏 プロフィール」 
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Wicade Co., Ltd.        

甲第３号証「警告書」  

  

令和６年４月１０日  

  

〒103-0045 東京都港区赤坂３丁目１番８

号４０５号雅楽代 奏 殿  

  

               〒107－0062  東京都渋谷区神宮前一丁目２番３号  

                       （株）Wicade TEL.03-3561-8011（代表）   

 

原告ゲームパッケージ 

（表面） 
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(  
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甲第７号証 

 

SNS 投稿画面 
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甲第８号証 

 

 

完成披露会パワーポイント 
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乙第１号証 

 

【雅楽代 奏 プロフィール】 
 

ピアニスト 

 

【略歴】 

1990年 静岡県浜松市で生まれる  

1994年 ４歳でピアノを始める  

2003年 最年少でクラシカル・ピアノ・コンペティション特級グランプリ（13

歳） 

2004年 マックイーン国際ピアノコンクール in ASIAで金賞 （14歳） 

高校卒業後、コンクールの主催者である音楽家マックイーン氏に師事、ウィー

ンに渡る 。 

2015年 ウィーンにあるシンフォニア国立音楽大学を首席で卒業、マックイー

ン氏が取り持つオーケストラでソリストとして活動（25歳） 

2018年 マックイーン氏の繋がりで Fuji Crystalに所属しソロ活動を始め、

ゲーム音楽等の作曲活動も始める （28歳） 

  

趣味はゲーム、ピアノを弾いている時以外はほとんどゲームをしていると

か・・・。  

 

 

【所属レーベル】 

（株）Fuji Crystal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

【用語集・条文】 

著作権：著作物を守るためのもので、著作物とは、著作権法 2 条 1 項 1 号の規

定により「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又

は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定している。 

 

複製：著作権法 第 2 条 第 1 項 第 15 号に定義されており「印刷、写真、複写、

録音、録画その他の方法によって有形的に再製すること」を意味する。複製権に

関しては同法 21 条に規定がある。複製権侵害の判断の要件は、実質的同一性

と依拠性の 2 つがある。 

実質的同一性・・・思想又は感情を創作的に表現した部分を客観的に見て、著作

者の内容及び形式的を覚知させるに足りるものが再製されること。 

依拠性・・・著作物が原著作物に基づいて作成されること。 

翻案：既存の著作物に依拠し,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,

具体的表現に修正等を加えて,新たにできた著作物を見た者が,基となった著作

物の表現を直接認識できるものを指す。具体例としては,ポップス曲をジャズ曲

に編曲する行為などが挙げられる。 
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翻案権：著作権法 27 条に「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは

変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定され

ている。この翻案権を侵害するか否かの判断基準は「依拠性」と「本質的特徴の

直接感得」の 2 つである。 

本質的特徴の直接感得・・・既存の著作物と同一ではないが新しい著作物の本質

的な特徴が既存の著作と同じものであると感じ取れること。 

公衆送信権：著作権法 23 条より「著作者は、その著作物について、公衆送信を

行う権利を専有する。」と規定されており、公衆送信とは同法 2 条 1 項 7 号の

2 に公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信

を行うこととしている。公衆送信の具体例としては、インターネットを通じてホ

ームページにアクセスや、テレビやラジオ放送のことを言う。 

 

譲渡権：著作権法第 26 条第 2 項より「著作者は、その著作物をその原作品又は、

複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。」と規定されている。また

著作権法第 61 条 1 項に「著作者は、その全部又は一部を譲渡することができ

る」と規定されている。譲渡には原則として「書面」で行うことが求められる。

（著作権法第 61 条２項）。 
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公表権：著作権法 18 条１項に「著作者がその著作物でまだ公表されていないも

のを公衆に提供し、又は提示する権利を有する。」と規定されている。著作者の

同意を得ないで公表された著作物も「まだ公表されていないもの」に含まれる。 

 

引用：著作権法第 32 条 1 項より、「公表された著作物は、引用して利用するこ

とができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであ

り、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの

でなければならない。」と規定されている。 

 

引用の抗弁：著作権法第 32 条に基づくもので、他人の著作物を引用して使用す

る場合でも、一定の条件を満たす限り著作権侵害にならないという主張（抗弁）

のことです。引用が正当なものとして認められるには、３つのポイントを充たす

必要がある。 

 

―引用が正当なものとして認められるための 3 つのポイント― 

１．主従関係 

主従関係とは、「自分の文章がメイン、引用部分はサブ」ということです。 

つまり、「他人の文章を長々と載せて、自分のコメントを最後に一言だけ載せ

る」というのは、正当な引用とは認められません。 

２．明瞭区別性 

明瞭区別性とは、「自分の文章と引用した文章がはっきりと区別できること」

です。 
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つまり、あたかも自分が書いたかのように他人の文章を引用することは許され

ないのです 

３．必然性 

必然性とは、「文章の流れ上、他人の著作物を使う必要がある」ということで

す。 

ここでのポイントは、「自然な流れで引用部分が紹介されているか」です。 

自然な流れで文章が引用されていれば、「必然性がある」と認められます。 

 

法の適用に関する通則法（国際司法）第 17 条「不法行為」 

第十七条 不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発

生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することの

できないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。 

たとえば、A さんが日本から B さんに対して電子的な手段で中傷するような行

為を行い、その結果として B さんがフランスで精神的な損害を受けた場合、フ

ランスが「結果発生地」となり、原則としてフランスの法が適用されます。また

A さんが中傷行為を行った場所、つまり日本が「加害行為地」となります。 

 

 音楽の著作物性：主に「創作性」「表現の具体性」「思想・感情の表現」という

3 つの要素で決まる。具体的には、ほかの作品の単なる模倣でなく、作曲者独自

のメロディやリズムなどが創作的に表現され、楽譜や録音などの形で固定され、

かつ作曲者の思想や感情が表現されている場合に、著作権法上の著作物として

認められる。 
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 職務著作：著作権法第 15 条で規定されている概念で、会社や組織に属する社

員や職員が、その職務上で作成した著作物に関する取り決めである。通常、著作

物は作成した個人に著作権が帰属するが、職務著作の場合、特定の条件を満たす

ことで、その著作物の著作権が最初から法人（会社や組織）に帰属する。 

 

二次的著作物：著作権法第 2 条第 1 項第 11 号に、「著作物を翻訳し、編曲し、

若しくは変形し、又は脱却し、映画化し、その他翻案することにより創作した著

作物」と定義されている。例としては、翻訳作品や編纂作品、パロディ等の改変

作品があげられる。 
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【関連裁判例】 

①海外拠点事件 
原審 令和 3 年（ワ）第 3201 号 著作権侵害損害賠償等請求事件 

控訴審令和 4 年（ネ）第 10115 号 著作権侵害損害賠償請求事件 

  

【事案の概要】  

原告 株式会社コナミデジタルエンタテインメント  

ゲーム制作や CD・DVD 等の販売を目的とする会社。  

  

被告 ワイズマンプロジェクト合同会社及びその代表社員  

    音楽・映像データの制作・販売及び芸術家のマネジメントを目的とする会社。  

  

被告関係者 VGM Classics,LLC(以下、VGM 社)  

    アメリカに主たる営業所を持つゲーム音楽専門のレーベル  

      CLASSICAL VOVE LTD（以下、CLASSICAL 社）    

 イスラエルの法人 現代メディア＆コンサート音楽レーベル  

  

原告が著作権を所有する楽曲を被告がオーケストラアレンジした楽曲（以下、本件楽曲）を、

録音、複製し、本件楽曲やその CD を配信サイト等で販売した。  

  

このことについて原告が、  

１著作権法 112 条 1 項に基づき、複製、輸入、譲渡の差し止め  

２同法同条 2 項に基づき、本件楽曲及び CD の廃棄  

３民法 709 条、719 条 1 項、会社法 597 条に基づき、損害賠償及び遅延損害金の支払

いを求めた事案である。  

  

【事案の経緯】 

被告代表社員は、原告が著作権を所有する楽曲のオーケストラアレンジである本件楽曲の

制作を企画、VGM 社の全権代理として原告に楽曲の使用申請書を提出するも、原告は要件

不足として使用を拒否した。 その後 VGM 社のライセンス担当が改めて申請するも、原告

は再度、使用を拒否。  
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VGM 社の B から原告に、本件楽曲の制作等の業務を CLASSICAL 社に委譲した事など

の旨を記載した書類が提出される。 被告代表社員が今度は CLASSICAL 社の担当として

原告に対し、原告楽曲の使用及びイスラエル著作権法第 32 条に従い、「楽曲使用の事前通

達と支払い申請」を行う旨の書類を提出。  

これに対し原告は遺憾の意を表明。  

CLASSICAL 社は原告に対して使用料振り込みのための口座指定を請求するも、原告はこ

れを拒否。代わりに CLASSICAL 社は VGM 社に使用料を第三者供託したうえで本件楽

曲及び CD の制作販売を行った。  

  

【本件事案の争点】  

１本件編曲、録音、複製、譲渡、配信及び輸入行為の主体（誰がやったのか？）２本件編曲

行為による原著作者にかかる翻案権侵害の成否（本当に侵害されているのか？）  

  

【裁判所の判断】  

原審 東京地裁令和 4 年 9 月 8 日判決

争点 1 について  

被告代表社員は、VGM 社の設立、VGM 社、CLASSICAL 社間の契約書作成の中心的役割

を行っていたこと、原告楽曲の使用許諾の取得又はこれに代わる制度を利用するため、当初

は VGM 社、後に CLASSICAL 社の担当者と称して一貫して対応に当たってきたこと、被

告代表社員が、原告楽曲を素材として本件楽曲の譜面を作成する作業を自ら直接行ったこ

と、本件楽曲のオーケストラ演奏等の指揮、録音、ミックス作業等を行う等、本件楽曲及び

本件 CD 制作に不可欠な中心的な行為を行っていたこと、本件楽曲の譲渡及び配信を行う

ために必要な措置である原告に対する原告楽曲の使用許諾申請を繰り返し行い、かつ、原告

が使用許諾に応じないことを受けて、使用料に相当すると主張する金額を被告会社名義で

第三者供託 

したことなどを踏まえると、本件侵害行為の主体は被告らと言わざるを得ない。  

 

 争点 2 について  

本件楽曲は被告代表社員によって原告楽曲を素材に譜面が作成された事から依拠が認めら

れる。 また本件楽曲が原告楽曲の表現上の本質的特徴と同一性を有するものであることは、

当事者間に争いがない。  

さらに、ゲーム内で使われる原告楽曲とオーケストラ演奏を想定した本件楽曲の性質の相

違を照らすと、本件楽曲は、原告楽曲に新たな創作性を付加したものとするのが相当である。  
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以上から、本件楽曲は原告楽曲を翻案したもので、翻案権を侵害するものと認められる。加

えて制作の発端であるピアノ演奏が国内で行われた以上、その後の関連作業がイスラエル

で行われていようと関係が無い。  

  

控訴審 知財高裁令和 5 年 4 月 20 日判決 

原審の判決をそのまま任用したうえで ，「当裁判所も、本件編曲行為、本件録音・複製

行為、本件譲渡・配信行為及び本件輸入行為はいずれも被控訴人の著作権を侵害するもので、

控訴人らはその責任を負（中略）うと判断する。」とした。  

  

【参考】  

著作権法 112 条（差し止め請求）  

著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、

出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、そ

の侵害の停止又は予防を請求することができる。  

２著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をす

るに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為

に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求する

ことができる。  

  

民法 709 条（不法行為による損害賠償）  

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによ

って生じた損害を賠償する責任を負う。  

  

民法 715 条（使用者等の責任）  

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え

た損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について

相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限り

でない。  

  

イスラエル著作権法第 32 条（音楽の複製）筆者訳  

第 11 条の規定された著作物であっても、以下の場合には著作者の同意がなくとも音楽の

著作物の録音を複製することができる。  

(1) 音楽の著作物が、原著作権者の許諾を得て、商業目的で公表された録音物より前に収

録されていたこと。  
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(2) 音楽の著作物が、複製に必要な改変及び翻案のために必要な改変を除き、全体として

複製されている事。  

(3) 複製･翻案を行う者が、複製物･翻案物を作成する以前に原著作者にその旨を通知して

いる事。  

(4) 複製･翻案を行う者が、原著作者と合意した衡平法上の使用料を支払っている事。ただ

し、合意のない場合は裁判所が決定する。  

(5) 複製･翻案物が営利を目的として使用しておらず、また、使用を意図していないこと。  

  

供託  

 供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最

終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達

成しようとするために設けられている制度です。  

 ただし、供託が認められるのは、法令（例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法

等）の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されてい

る場合に限られています。  

  

翻案  

既存の作品を原作として、別の作品を作る行為のこと。  

著作権法 27 条（翻案権）  

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利  

  

②記念樹事件  

原審 :東京地裁平成 12 年 2 月 18 日判決  

控訴審 :東京高裁平成 14 年 9 月 6 日判決  

1.事件の概要 

 原告 X₁は楽曲 「どこまでも行こう」の作曲者であり、X₂は X₁から「どこまでも行こう」

の編曲権を含む著作権を譲り受けた音楽出版社である。 

被告 Y は楽曲 「記念樹」の作曲者である。 

X₁および X₂は、Y に対し、乙曲は甲曲を複製したものであると主張して、氏名表示権およ

び同 一性保持権侵害による損害賠償と複製権侵害による損害賠償を求めた。他方、Y は、
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X₁に対し、乙曲は甲曲とは別個の楽曲であると主張して、乙曲について著作者人格権を有す

ることの確認を求めた(反訴事件)。 

2.争点 

● Y の楽曲「記念樹」は、X₁の楽曲「どこまでも行こう」を複製及び翻案したもので

あるかどうか。(原審) 

● Y は X₁の編曲権を侵害しているか否か。(控訴審) 

3.裁判所の判断 

原審 

 『両曲は、対比する上で最も重要な要素であるメロディーにおいて、同一性が認められる

ものではなく、和声については、基本的な枠組みを同じくするとはいえるものの、具体的な

個々の和声は異なっており、拍子についても異なっている。そうすると、その余の点につい

て判断するまでもなく、「記念樹」が「どこまでも行こう」と同一性があるとは認められな

いから、「記念樹」が「どこまでも行こう」を複製したものということはできない。』として、

原審は X らの請求をいずれも棄却し、Y の反訴請求を認容した。 

控訴審 

 「記念樹」と「どこまでも行こう」の、旋律中の音の重複度合いを比較して、「記念樹」

の全 128 音中 92 音（約 72％）は、これに対応する「どこまでも行こう」の旋律と同じ高さ

の音が使われているとした上で、『「記念樹」は、既存の楽曲である「どこまでも行こう」に

依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、

変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより創作されたものであ

り、これに接する者が「どこまでも行こう」の表現上の本質的な特徴を直接感得することの

できるものというべきである。そうすると、被控訴人が「記念樹」を作曲した行為は、「ど

こまでも行こう」を原曲とする著作権法上の編曲にほかならず、その編曲権を有する控訴人

金井音楽出版の許諾のないことが明らかな本件においては、被控訴人の上記行為は、同控訴

人の編曲権を侵害するものである。』と結論付けた。 

  



 47 

 

③映画曲本公表事件 
第 1 審 東京地方裁判所 令和４年７月 29 日  

（令和４年(ワ)第 22324 号） 

事件名 損害賠償請求事件 

 

1.事件の概要 

【原告・控訴人・被上告人】 

X；名称未公表 外一名 

【被告】 

Y：株式会社新潮社 大蔵映画株式会社 オーピー映画 

 

【概要】 

 原告 X と被告オーピー映画は、本件映画にかかる著作権およびその他の権利について

譲渡契約を結んだ。譲渡された後、オーピー映画は上記映画にかかる権利を大蔵映画に

譲渡した。しかしながら、大蔵映画は映画の公開中止を決定した。この事実を被告新潮

社が、本件映画のイメージを著しく損なうような記事を作成および公開した。加えて、

上記記事には本件映画の脚本が引用されており、公表権侵害が争われている。 

 被告新潮社は、映画の試写会で脚本も同時に公衆に提供されたとして、後の週刊誌掲

載が公表権侵害には当たらないと主張している。しかし、著作権法の規定から、映画が

脚本の翻案物である場合でも、映画上映が脚本の公表とみなされるのは妥当ではない。

また、試写会は特定少数の関係者のみが参加した内部的なものであり、公衆に提示され

たとは言えないため、脚本は公表されておらず、週刊誌への無断掲載は公表権の侵害と

認められると判断される。 

２．争点 

1. 本件記載による名誉棄損の成否。 

2. 本件各記載にかかる違法性阻却自由の有無。 

3. 謝罪広告の掲載の要否。 

4. 本件記事による本件脚本に係る原告らの公表権侵害の成否。 

5. 本件映画の公開中止による原告Ｘの期待権侵害の成否。 

6. 本件データ等の廃棄による原告Ｘ１の人格権侵害の成否。 

7. 本件映画の著作権の帰属。 

8. 損害額。 

 

３．双方の主張 
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【原告の主張】 

（1）公表権侵害の有無について 

 本件では、原告が許可なく映画の脚本を引用した記事が著作者人格権（公表権）を侵害

していると主張している。被告である新潮社は、映画が試写会で公開されたため脚本も公

表されたと反論しているが、原告は映画と脚本は別の著作物であり、映画が公開されたか

らといって脚本が無断で公表されて良いわけではないと指摘した。さらに、試写会は関係

者を中心とした少数の特定の参加者しかおらず、「多数」の人が脚本の内容を知ったとは

認められないと主張している。 

（2）本件映画の著作権の帰属について 

 原告 X は、本件映画が公開され観客に視聴されることを合理的に期待していたため、被

告大蔵映画らは映画の公開延期や中止を決定する際、原告 X に十分な説明と協議を行う義

務を負っていたと主張している。しかしながら、被告オーピー映画はその義務を果たさな

かったため、原告 X は訴状をもって著作権譲渡契約を解除した。その結果、映画の著作権

は原告 X に帰属することとなる。 

【被告の主張】 

（1）公表権侵害について 

 被告の主張は、本件映画が試写会により既に外部に発信され、公表されていたため、記

事が掲載された時点で映画は公表済みであり、原告もこれに同意していたというものであ

る。 

 まず、被告は東京地裁の判決を引用し、「発行」とは公衆の要求を満たす程度の複製物

が頒布されたことを指し、試写会には特定多数の映画評論家や関係者が参加したため、映

画の内容は公表されていたと主張している。また、本件映画は一般公開に向けた準備が進

んでおり、検定試写も複数回実施され、外部のライターも参加していたため、試写会参加

人数が 15 人であっても決して少数ではなく、資格も限定されていなかった。 

 さらに、映画は一般公開を前提として制作されており、試写会はその一般公開に先行す

る形で映画を発表するものであったため、原告は試写会での映画の公表に同意しており、

その内容が外部に伝わる可能性も認識していたと指摘している。また、名古屋地裁の判決

を引用し、試写会が一般公開と同程度に映画の公表行為であり、社会通念上適切な利用だ

ったと主張している。 

 以上により、原告側の「映画公開と脚本の公表は別である」との主張に対して、映画が

上映されることで脚本の内容も必然的に公開されるため、映画と脚本の公表に違いはな

く、原告の主張は失当である。 

（2）本件映画の著作権の帰属について 

 原告の主張に対し争う。 

 

4.判決 
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(1) 公表権侵害について 

 被告新潮社は、原告らが本件脚本の著作権を有していたとしても、試写会で本件映画が

上映された時点で脚本も公衆に提供されており、その後、脚本が週刊誌に掲載されても公

表権の侵害には当たらないと主張した。しかし、著作権法第 4 条 3 項では、翻訳物が公衆

に提示された場合、原著作物も公表されたものとみなすとされていますが、翻案物である

映画が脚本を公表したとみなすことは相当ではないとされている。著作権法第 2 条 7 項

は、上演や演奏、口述には録音・録画の再生も含むとしていますが、映画が上映された場

合も脚本が公表されたとみなすのは適切ではないと解釈される。 

 したがって、脚本の翻案物である映画が原作者や許諾を得た者によって上映されたとし

ても、それが脚本の公表を意味するわけではない。本件映画は試写会で上映されたが、こ

の試写会はあくまで映倫による審査や内部確認を目的としたものであり、参加者も少数で

特定の関係者に限られていた。そのため、この試写会は公衆に提示されたとは言えず、本

件映画は公表されたものと評価できない。 

 以上から、本件脚本が試写会で公表されたとみなすことはできず、脚本を原告らの同意

なく週刊誌に掲載する行為は、公表権の侵害と認められる。 

(2) 本件映画の著作権の帰属について 

 原告 X は、被告オーピー映画が本件映画の公開延期や中止を決定する際、信義則に基づ

き十分な説明と協議を行う義務があったと主張し、その義務に違反したため、原告 X によ

る契約解除の意思表示により、本件映画の著作権が原告 X に帰属すると主張している。 

 しかしながら、原告 X は本件映画の著作権を自らの判断で 207 万 3,000 円で譲渡してお

り、著作権を利用できるのは著作権者または許諾を得た者に限られることが明確である。

そのため、被告オーピー映画が信義則に基づく義務を直ちに負っていたとは解釈できず、

他の事情を考慮しても、その義務を裏付ける証拠はない。 

 以上により、原告 X の主張は認められない。 

 

④中田英寿事件 
東京地裁 平成 12 年２月 29 日判決 

【事件の概要】 

サッカー選手である原告が被告らに対し，被告らが発行した書籍(以下本件書籍)が，原告の

著作権を侵害すると主張して，本件書籍の発行の差止め及び損害賠償を求めた事案である。 

被告株式会社ラインブックス(以下被告会社)は書籍、雑誌の出版、販売等を業とする会社で

あり、被告はその代表者である。 

被告会社は本件書籍の発行所として、被告は本件書籍の著者兼発行者として、平成一〇年三



 50 

月頃から、本件書籍の発行・販売をしていた。 

 

本件書籍は、原告の出生からワールドカップ・フランス大会の大会直前までの半生を、サッ

カーとのかかわりを中心に、数々の私生活上のエピソードを交えながら描いたものである。

カバー表紙中央には原告の肖像写真が掲載され、本文中には、原告の幼少から学生時代、現

在に至るまでの肖像を撮影した写真二三点が掲載されている。また、原告が中学校在学当時

に創作した「目標」と題する詩 

(以下「本件詩」という。) が本件書籍に掲載されている。 

  

原告は、本件書籍の執筆、出版、販売及び宣伝広告に関し、被告らから取材はもとより事前

の通知すら受けておらず、本件書籍に原告の氏名、肖像等を使用することについて、被告ら

に対して許諾を与えていない。 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【争点】 

1 被告らによる本件書籍の発行・販売行為が、原告のパブリシティ権を侵害するか。 

2 被告らの行為が、原告のプライバシー権を侵害するか。 

3 被告らの行為が、原告の公表権を侵害するか。 

4 被告らの行為が、原告の複製権を侵害するか。 

 

  

差し止め及び損害賠償請求 

原告 
被告 

書籍の販売 
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【用語】 

 

【裁判所の判断】 

争点 1 パブリシティ権の侵害について 

本件書籍における原告の氏名、肖像等の使用は、その使用の目的、方法及び態様を全体的か

つ客観的に考察すると、原告の氏名、肖像等の持つ顧客吸引力に着目して専らこれを利用し

ようとするものであるとは認められないから、被告らによる本件書籍の出版行為が原告の

パブリシティ権を侵害するということはできない。 

 

争点 2 プライバシー権の侵害について 

原告の出生時の状況、身体的特徴、家族構成、性格、学業成績、教諭の評価等、サッカー競

技に直接関係しない記述は、原告に関する私生活上の事実であり、一般人の感性を基準とし

て公開を欲しない事柄であって、かつ、これが一般の人々に未だ知られていないものである

ということができる。そして、これが公表されたことによって原告は重大な不快感をおぼえ

ていると認められる。さらに、幼少時代に出席した結婚披露宴でのものなど、サッカーとい

う競技に直接関係しない写真や、本件詩についても、同様に解することができる。したがっ

て、本件書籍にこれらを掲載した行為は、原告のプライバシー権を侵害するものというべき

である。 

パブリシティ権 著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的

に利用する権利のこと。(例：芸能人の写真を無断で使用し制作した商品を販

売すること) 

プライバシー権 個人の私生活や個人情報が不当に他者に知られたり、公開されたりしない権利

のこと。氏名、住所、電話番号のように秘匿性の低い個人に関す

る情報であっても保護の対象となる。  

公表権 著作物でまだ公表されていないもの（その同意を得ないで公表されたものを含

む）を公表する権利のこと。 

著作者としては、著作物を公表するかしないか、時期や態様などを自分で決定

することができる。 

複製権 著作物を複製する権利のこと。複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その

他の方法により有形的に再製すること。 
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争点 3 公表権の侵害について 

公表権の侵害行為は、まだ公表されていない著作物について著作者の同意を得ないで公表

する行為である。本件についてみると、本件詩については，文集は中学校の教諭及び同年度

の卒業生というように多数の者の要求を満たすに足りる部数の複製物が作成されて頒布さ

れたものといえるから，その時点で、すでに公表されたものと認められる。よって公表権の

侵害に該当しないとして、公表権の侵害を認めなかった。 

 

争点 4 複製権の侵害について 

本件書籍の読者は本件詩を独立した著作物として鑑賞することができるのであり、被告ら

が本件書籍中に本件詩を利用したのは、被告らが創作活動をする上で本件詩を引用して利

用しなければならなかったからではなく、本件詩を紹介すること自体に目的があったもの

と解さざるを得ない。本件書籍のうちの本件詩が掲載された部分においては、その表現形式

上、本文の記述が主、本件詩が従という関係があるとはいえない。むしろ、本件詩が主であ

るということができる。このことから、被告らが本件詩を本件書籍に掲載した行為が、著作

権法上許された引用に該当するということはできない。として、複製権の侵害を認めた。 
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【担当教員より】  

  

 この度は，当ゼミナールの「2024 模擬裁判  ～ゲームミュージック事件」を

ご高覧いただきまして，厚く御礼を申し上げます。   

著作権侵害訴訟事件を題材にした「模擬裁判」は，例年，秋の文化祭での上

演を目指して当ゼミナールの恒例行事になっておりますが，今年も研究室員一

同，協力し合って制作に取り組んできました。途中，色々な課題にぶつかって

制作が難航することもありますが，最後まで諦めずに作品の完成に漕ぎつけた

のは，ひとえにメンバー１人１人の努力の結晶であると感じております。   

  

今年の主題は，ゲームに使用された音楽の著作物である楽曲の盗作が問題と

なった事件です。 今までも音楽著作物の演奏などを扱った作品もありました

が，音楽著作物の複製，翻案といった，楽曲と楽曲の対比，類似性の判断を正

面から要求される事例を扱ったのは 

初めてのことで，室員の皆さんは，改めて判断の難しさを感じたのではないか

と思います。  

  

当ゼミナールの模擬裁判は，このパンフレットの【関連裁判例】にも紹介さ

れているとおり，この１～２年の間に実際に起きた，２件の新しい訴訟事件を

題材としております。その２件の裁判例をモチーフとして，それらとはまった

く別のオリジナル事件として，登場人物，団体，背景事情なども一からシナリ

オを起こしております。  

キャスト，出演者一同による上演はもちろんのこと，脚本制作，オリジナルの

原告のゲーム楽曲と被告楽曲の作曲，演奏シーンの動画撮影，ゲーム・パッケ

ージや CD ジャケットのデザイン作成，音楽配信サイト画像， SNS 画面作

成，ポスター，パンフレットの制作，進行役のパワーポイント作成，判決起

案，そして最後の動画編集まで，すべて，ゼミナール室員の手による手作り作

品となっております。   

色々と至らない点も多々あるかとは存じますが，是非，お楽しみいただけま

したら幸いです。   

2024 年 11 月吉日   

  

担当教員 藤田  晶子  
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【編集後記】 
 

この度は藤田ゼミナール 10 期生の模擬裁判「ゲームミュージック事件」をご

覧いただき、誠にありがとうございます。 

模擬裁判とは、実際に起きた事件を元にして、架空の事件を作り、裁判を舞台

仕立てに行うものです。特に一からの楽曲制作、演技は初めての経験でしたので

役者役のゼミ生は大変苦労していました。また、資料準備など、内容を練り上げ、

良い裁判にする為には、多くの労力や時間が必要とされます。その中で、一人一

人が目標に向かって頑張ることにより、充実した日々を過ごせたのだと考えま

す。 

今回の模擬裁判では、ゲームに使用された音楽の著作物である楽曲の盗作が問

題となった事件でした。私たちの生活にありふれている音楽ですが、身近である

からこそ著作権の理解は必要だと思います。この事件をきっかけに、著作物とは

どういうものか、一同が改めて考えることとなり、理解を深めていくことができ

たのだと思います。 

私たちのゼミナールでは、判例研究という、実際の裁判資料を読み、研究をし

た上で、著作権について少しずつ学んでいく方式をとっています。今回の発表を

機に、知的財産法や、著作権について興味をもって頂けたら幸いです。 

 

 

10期生全員で作り上げた模擬裁判は、私たちにとって大変貴重な経験となりま

した。ご覧いただいた皆様にとっても、記憶に残るものとなっていることを願い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

藤田晶子知的財産法ゼミナール 10期生 

中村 陸・新井 崇太 
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知的財産法藤田ゼミナール第 10 期 


